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痴漢撲滅キャンペーンの実施について 
 

■ 関東の鉄道事業者では、警察と連携して、お客さまに安心して鉄道をご利用いただけるよう、新

入社員や新入生など新たに鉄道をご利用になるお客さまが増える時期にあわせて「痴漢撲滅キャン

ペーン」を実施します。 

■ 関東の 16鉄道事業者と警察庁・４都県警察が広範に連携して「痴漢撲滅キャンペーン」に取り組

むのは初めてです。 

■ キャンペーン期間中は、警察のご協力のもと警戒を強化するとともに、痴漢の加害者に警告を発

する一方、被害に遭われたお客さまには駅係員などにお知らせいただきたい旨の呼びかけを行って

まいります。 

 

１ キャンペーン期間  ２０１０年４月１５日（木）～４月２８日（水）（１４日間） 

 

２ 実 施 主 体  関東の鉄道事業者１６社局、警察庁、警視庁、埼玉県警察、千葉県警察、

神奈川県警察 

 

３ キャンペーン内容 

（１）鉄道事業者共同でのポスター掲出（デザイン別紙参照） 

（２）車内や駅構内において、放送による呼びかけ 

（３）警察官による巡回強化 

以上 
 
 
 

痴漢撲滅キャンペーンを４月１５日（木）から実施します。 

東京モノレール株式会社

首都圏新都市鉄道株式会社

多摩都市モノレール株式会社

株 式 会 社  ゆ り か も め

 

東日本旅客鉄道株式会社 
東 武 鉄 道 株 式 会 社 
西 武 鉄 道 株 式 会 社 
京 成 電 鉄 株 式 会 社 
京 王 電 鉄 株 式 会 社 
小 田 急 電 鉄 株 式 会 社 

東 京 急 行 電 鉄 株 式 会 社

京 浜 急 行 電 鉄 株 式 会 社

東 京 地 下 鉄 株 式 会 社

相 模 鉄 道 株 式 会 社

東 京 都 交 通 局

東京臨海高速鉄道株式会社



                             
 
 
共同掲出ポスター（サイズ：Ｂ1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別 紙） 


